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３．事業の実施状況 

 
令和４年度宮崎県計画に規定した事業について、令和５年度終了時における事業の実施

状況を記載。 

事業の区分 Ⅰ-2地域医療構想の達成に向けた病床数又は機能の変更に関する事業 

事業名 【NO.1】 

病床機能再編支援事業 

【総事業費】 

152,076千円 

事業の対象となる

区域 

県全体 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 令和４年４月１日～令和６年３月31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウイル

ス感染症への対応により顕在化した地域医療の課題への対応を含め、地域の実

情に応じた質の高い効率的な医療提供体制を構築するため、病床の機能分化・

連携を促進する必要がある。 

アウトカム指標：  

宮崎県地域医療構想の病床数の必要量と病床機能報告の病床数との比較に

おいて不足する病床機能の充足 

区域名 
２０２０年度 

病床機能報告値 
２０２５年 

病床数の必要量 

宮崎東諸県 

高度急性期 ６８２床 
急性期 ２，６２６床 
回復期   ７３７床 
慢性期 １，２４２床 
（休棟等） １３４床 
計    ５，４２１床 

高度急性期     ５５８床 
急性期       １，６０２床 
回復期     １，３２４床 
慢性期         ９６２床 

  計   ４，４４５床 
※在宅医療等の必要量（医療需要）  ６，５２３．８人／日

都城北諸県 

高度急性期  ４５床 
急性期  １，６６９床 
回復期    ４５８床 
慢性期   ４２１床 
（休棟等） １６６床 
計   ２，７５９床 

高度急性期  ２１８床 
急性期    ６７６床 
回復期    ７４０床 
慢性期    ２７９床 
計    １，９１１床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）  ２，１８４．４人／日

延岡西臼杵 

高度急性期  ４２床 
急性期 １，０２８床 
回復期   ２８１床 
慢性期    ４９２床 

（休棟等）   ５３床 
計   １,８９６床 

高度急性期  １０８床 
急性期    ４１８床 
回復期    ５２２床 
慢性期    ３０９床 

 
計    １，３５７床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）  ２，０３３．５人／日

日南串間 

高度急性期  ４床 
急性期  ３９２床 
回復期  １５０床 
慢性期  ６６７床 
（休棟等） １８床 
計  １，２３１床 

高度急性期  ３７床 
急性期   １６５床 
回復期   ２７０床 
慢性期   ４０７床 

 
計     ８７７床 

※在宅医療等の必要量（医療需要） ８５４．９人／日

西諸 
高度急性期  ０床 
急性期  ４９８床 
回復期  ２５０床 

高度急性期  ２７床 
急性期   １６４床 
回復期   ３９９床 



   

- 7 - 
 

慢性期  ３６２床 
（休棟等） ３４床 
計  １，１４４床 

慢性期   ２０６床 
 

計     ７９５床 
※在宅医療等の必要量（医療需要）  １，２７９．６人／日  

西都児湯 

高度急性期  ０床 
急性期   ５１０床 
回復期  １３４床 
慢性期   ４３３床 
（休棟等） ５６床 
計    １，１３３床 

高度急性期   １８床 
急性期      １５２床 
回復期    ４１６床 
慢性期      ３２４床 

 
計          ９０８床 

※在宅医療等の必要量（医療需要）１，１８３．７人／日  

日向入郷 

高度急性期  ０床 
急性期  ４６２床 
回復期  ２１５床 
慢性期  ３２７床 
（休棟等）  ３９床 
計    １，０４３床 

高度急性期  ３６床 
急性期   １８１床 
回復期   ３４９床 
慢性期   １８１床 

 
計     ７４６床 

※在宅医療等の必要量 ８４４．６人／日 
 

事業の内容（当初

計画） 

・医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能

再編の実施に伴い、減少する病床数に応じた給付金を支給する。 
・複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病

床機能再編を実施し統合する場合、当該統合に参加する医療機関に対し、減

少する病床数に応じた給付金を支給する。 
・複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床

機能再編を実施し統合する場合、当該統合によって廃止となる医療機関の未返

済の債務を、統合後に存続する医療機関が新たに融資を受けて返済する際の、

当該融資に係る利子の全部又は一部に相当する額に係る給付金を支給する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

対象となる医療機関数 １医療機関/年 

アウトプット指標

（達成値） 

対象となる医療機関数 １医療機関/年 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：宮崎県地域医療構想の必要病床数と病

床機能報告の病床数との比較において不足する病床機能の充足。 
 

病床機能 2020 2021 2022 2023 
増減 

（2023-2020） 

高度急性期 773 795 811 786 ＋13 

急 性 期 7,185 7,435 7,217 7,062 -123 

回 復 期 2,225 2,235 2,272 2,214 -11 

慢 性 期 3,944 3,477 3,315 3,096 -848 

（１）事業の有効性 

将来地域において必要となる医療機能を各医療機関が有するための整備費

用等に活用できるものであり､今後､地域にふさわしい機能分化･連携を進める

上で必須の事業となった｡ 

（２）事業の効率性 

事前調査によりニーズを把握した上で､申請のあったもののうち､書面ヒア

リング等により効果が高いと判断したものに補助したため､効率的に執行でき
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たと考える｡ 

その他 総事業費 

R04：92,568千円(基金92,568千円、その他0千円) 

R05：59,508千円(基金59,508千円、その他0千円) 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.4】 

アドバンス・ケア・プランニング普及啓発事業 

【総事業費】 

12,518千円 

事業の対象とな

る区域 

県全体 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和４年４月１日～令和７年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

・現在は、約７割の人が医療機関で、約１割の人が自宅で亡くなっているが、「高

齢者の健康に関する意識調査（内閣府）」によると国民の約６割が「最期を迎え

たい場所」について、「自宅」を希望しており、今後、看取りの場所として「在

宅」も可能とする体制を確保することが求められている。 

・本人は自宅で最期を迎えたいと考えていても、いざ、急変となると本人が意思

表示できないことが多く、家族が救急車を呼び、最期を病院で看取るケースがあ

るが、自らが望む医療やケアについて前もって考え、家族等の信頼できる人や医

療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有していれば、本人が意思表示できなく

ても、本人が望む対応が可能となる。 

・最期まで自分らしい生活を送るためには、在宅で医療の提供を受けながら最

期を在宅で迎える選択肢もあることから、県民が看取りの段階まで含めた在宅

医療について理解を深める必要がある。 

アウトカム指標： 

・看取りに関する取り組みを実施する市町村数 

 R2 ５市町（19％）⇒ R5 13市町村（50％） 

事業の内容（当初

計画） 

人生の最終段階を本人の希望どおりに過ごすためには医療・ケアに関して本

人の意思が尊重されることが重要であることから、アドバンス･ケア･プランニ

ングに関する人材の育成及び普及媒体の作成等を行い、普及啓発を図る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

推進委員会の開催   ５回 
実践報告会の開催   ２回 

アウトプット指標

（達成値） 

推進委員会の開催   ２回 
実践報告会の開催   １回 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：  

看取りに関する取り組みを実施する市町村数 13市町村(R5) 

（１）事業の有効性 

推進委員会の開催により､県内の専門職への支援策や県民への効果的な普及

啓発方法について検討し、専門職向けの研修会（実践報告会）やメディア等を活

用した普及啓発の実施に繋がった。 

なお、推進委員会については、年５回の開催を指標としているが、令和５年度

は２回で十分に協議できたため、予定数を下回った。次年度以降も５回開催を指

標にしつつ、推進委員の意見を聞きながら、必要に応じた回数で実施していく。 

（２）事業の効率性 

 ロールプレイを取り入れた実践報告会を開催することにより、アドバンス・ケ

ア・プランニングについて効率的に理解を深めるとともに、意思決定支援を実践

する専門職の増加に繋がった。 

その他 総事業費 
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R04：6,409千円(基金6,409千円、その他0千円) 

R05：6,109千円(基金6,109千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.17】 

アレルギー専門医等育成による小児医療支援事業 

【総事業費】 

2,407千円 

事業の対象となる

区域 

宮崎県全体 

事業の実施主体 宮崎県、宮崎大学 

事業の期間 令和４年４月１日～令和８年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

本県は、宮崎県アレルギー疾患医療拠点病院の候補となり得る医療機関に日

本アレルギー学会専門医が勤務しておらず、全国的にもアレルギー専門医の少

ない地域である。また、小児科医師数も全国的に少ないため、これらの分野の

専門医育成が急務である。 

アウトカム指標： 

・県内日本アレルギー学会専門医数 

現状値(R3年度)：14人→目標値(R5年度)：15人 

・県内日本アレルギー学会会員数 

現状値(R4.3)：47人→目標値(R4年度末)：50人 

事業の内容（当初

計画） 

本県に専門医が少ないアレルギー分野の基礎的な研修会・講習会等へ医師が

参加するための費用を助成する。 
アウトプット指標

（当初の目標値） 

 アレルギー分野の各種研修受講支援者数 のべ15人 

アウトプット指標

（達成値） 

 アレルギー分野の各種研修受講支援者数 のべ26人 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・県内日本アレルギー学会専門医数：14人（R6年度） 

・県内日本アレルギー学会会員数 ：46人（R6.10） 

（１）事業の有効性 

アレルギー専門医の少ない本県において拠点病院の医師がアレルギー疾患

の広範な知識や手技を学ぶ研修会･講習会に参加することにより、専門医を目

指すきっかけとなり、専門医の養成につなげることができた。 

アレルギー専門医として認定を受けるためには、複数の条件が必要になる

が、見込み者が退職したことにより、目標値に届かなかった。今後は、見込み

者が増えるよう、診療科を小児科と皮膚科に、内科も加え研修に参加していく

こととする。 
（２）事業の効率性 

 拠点病院として中心拠点病院である国立病院機構相模原病院との連携体制

を構築したことで、より効率的な事業実施が期待される。 

その他 総事業費 

R04：  873千円(基金873千円、その他0千円） 

R05：1,534千円(基金1,534千円、その他0千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.19】 

歯科医療従事者養成学校設備整備事業 

【総事業費】 

27,832千円 

事業の対象とな

る区域 

県央地区、県西地区 

事業の実施主体 歯科医療従事者養成学校 

事業の期間 令和４年４月１日～令和７年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

近年の高齢化に伴う訪問歯科治療や周術期における口腔ケア、フレイル予防

などのニーズはますます増加・多様化しており、歯科衛生士・歯科技工士を確保

することが必要である。 

アウトカム指標： 

歯科医療従事者養成学校卒業者の県内就職率 

 歯科衛生士 86.9％（令和２年度） → 90％（令和５年度） 

 歯科技工士 42.9％（令和２年度） → 60％（令和５年度） 

事業の内容（当初

計画） 

県内２か所ある歯科医療従事者養成学校の設備を整備し、教育環境の充実を

図る。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

整備施設数 ２か所 

アウトプット指標

（達成値） 

整備施設数 ２か所 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

歯科医療従事者養成学校卒業者の県内就職率 

 歯科衛生士 74.1（令和５年度） 

歯科技工士 25.0（令和５年度） 

（１）事業の有効性 

歯科医療従事者養成学校の設備整備を支援することで、歯科衛生士、歯科技工

士の教育内容の充実、質の高い医療を提供できる人材育成を行うための体制を

確保することができた。 

（２）事業の効率性 

歯科医療従事者養成学校に直接支援することで歯科医療従事者を効率的に養

成する体制を整備することができた。 

その他 総事業費 

R04：10,529千円(基金5,264千円、その他5,265千円) 

R05：17,303千円(基金7,865千円、その他9,438千円) 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.20】 

看護人材獲得支援事業 

【総事業費】 

26,020千円 

事業の対象とな

る区域 

宮崎県全体 

事業の実施主体 宮崎県 

事業の期間 令和４年４月１日～令和８年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

超高齢社会の中で、要介護高齢者の増加や在宅医療の推進等により看護職員

の需要は今後増大する見込みであり、看護職員の安定的な確保を図っていくこ

とが求められている。 

そのため、医療機関の求人・求職のマッチングや相談体制を強化するととも

に、院内の教育研修体制の整備や認定看護師等の資格取得に向けた派遣研修等

の経費を支援することにより、看護人材の確保と定着を図る。 

アウトカム指標：看護職員数 

21,464人(2020年)→21,728人(2022年) 

事業の内容（当初

計画） 

・看護マネジメント等の経験を持つ支援員が、医療機関等へ人材マネジメント

の助言等を行い、看護人材確保等に関する相談体制を強化する。 

・院内の教育研修体制を整備するため、外部講師の招聘や先進地視察等を行う

医療機関に対し、その経費を補助する。 

・認定看護師、専門看護師、特定行為研修の教育課程に職員を派遣する医療機関

等に対し、その経費を補助する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

・医療機関等への訪問件数：１５件／月 

・院内教育体制整備医療機関：５施設 

・認定看護師等研修派遣医療機関：１０施設 

アウトプット指標

（達成値） 

・医療機関等への訪問件数  ：５８件／年（月平均4.8件/月） 

・院内教育体制整備医療機関：１施設 

・認定看護師等研修派遣医療機関：３施設 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

看護職員数 21,464人(2020年)→21,505人(2022年) 

看護職員の県内就業者数は、隔年で届出が義務付けられている看護師等業務

従事者届をもとに計上しており、2024年12月末の数値について、今年度調査予定

となっている。このため現時点では観察できないが、支援員の医療機関訪問に

より看護人材確保のための行動変化が見られ、採用につながったケースもあり、

県内就業者数の増加に寄与していると考える。 

（１）事業の有効性 

看護マネジメント経験をもつ支援員を看護協会内に設置し、看護管理者等の

看護人材確保に関する悩みや課題等を聞き取り、助言を行うことができた。ま

た、教育研修体制を整備する医療機関や認定看護師等の研修派遣を実施する医

療機関に対する助成等を行うことにより、医療機関による看護人材確保に対す

る機運が高まり、看護人材の確保・定着が図られた。 

（２）事業の効率性 

 支援員が訪問することで、人材確保に悩みを抱える医療機関・訪問看護ステ

ーションに対し、ピンポイントに支援を行うことができた。また、研修体制や研
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修派遣の補助を併せて行うことで、医療機関が看護人材確保のための行動が起

こせる仕組みを設けることができ、事業効果が高まると考える。 

 

【アウトプット指標未達成の要因や改善の方向性】 

〇医療機関等への訪問件数 

 訪問看護ステーションや医療機関への訪問を行ったが、看護人材確保研修会

の開催等、訪問以外の業務に時間を要したため、訪問件数が少なかった。今後も

引き続き、医療機関等への訪問を継続し、看護管理者等に対して必要な支援を

しながら看護人材の確保・定着を推進する。 

〇院内教育体制整備医療機関・認定看護師等研修派遣医療機関 

年度当初に県医師会や看護協会等関係団体を通じて周知するとともに県ホー

ムページ掲載、医療機関訪問時に案内等を行ったが、新型コロナの対応等を理

由に職員の研修派遣が難しいと考えている医療機関が多かった。今後は支援員

を通して看護管理者へのサポートを強化するとともに、研修派遣の対象や補助

率を変更し、事業周知を図ることで、看護人材の確保・定着を推進する。 

その他 総事業費 

R04：11,520千円(基金11,487千円、その他33千円) 

R05：14,500千円(基金12,518千円、その他1,982千円) 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.31】 

介護サービス継続支援事業 

【総事業費】 

1,207,678 千円 

事業の対象と

なる区域 

県全体 

事業の実施主

体 

宮崎県 

事業の期間 令和４年４月１日～令和６年３月 31 日□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

介護サービスは、要介護・要支援の高齢者やその家族にとって住み慣れた地

域における生活を支えるために必要不可欠なものであり、新型コロナウイルス

感染症の発生による介護サービス提供体制に対する影響をできるだけ小さくし

ていく必要がある。 

アウトカム指標：新型コロナ発生事業所等でのサービスの継続 

事業の内容（当

初計画） 

介護サービス事業所等で感染者が発生した場合でも、継続してサービスを提

供できるよう、かかり増し経費の補助や緊急時の応援職員派遣調整等を実施す

る。 

アウトプット

指標（当初の目

標値） 

① 補助実施事業所・施設等数 

② 応援派遣候補者登録数 

アウトプット

指標（達成値） 

① 補助実施事業所・施設等数 324 事業所 

② 応援派遣候補者登録数 40 人 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：廃止事業所数：R3 37 事業所→R4 34

事業所  

（１）事業の有効性 

 新型コロナウイルス発生事業所に対し、かかり増し経費を補助することで、

サービス提供の継続を図ることができた。また、コロナ発生事業所に対する応

援職員の派遣体制を構築することができた。 

（２）事業の効率性 

 コロナ感染拡大の第７波及び第８波の影響により、想定を大幅に超える申請

があり多くの申請分について繰り越し予算で対応することとなった。今後、申

請ついてより効率的な方法を検討する必要がある。また、コロナ発生事業所に

対する応援職員の派遣体制については、様々な方法（県の直営等）について検討

し、より効果的な方法を模索する必要がある。 

その他 R4 実績：R3 基金分(71,634 千円)+R4 基金分（332,678 千円） =404,312 千円 

※R4 基金の充当額［R4 年度分］332,678 千円、［R5 年度分］875,000 千円、計

1,207,678 千円 
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事業の区分 ６．勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

事業名 【NO.21】 

地域医療勤務環境改善体制整備事業 

【総事業費】 

17,068千円 

事業の対象とな

る区域 

宮崎県全体 

事業の実施主体 宮崎県内医療機関 

事業の期間 令和４年４月１日～令和７年３月31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

令和６年度から適用される医師の時間外労働上限規制に向け、過酷な勤務環

境となっている医師の労働時間短縮を進める必要がある。 

アウトカム指標： 

・客観的な労働時間管理方法を導入している医療機関の割合 

51％(2019年)→55％(2023年) 

・時間外労働時間が年間960時間超の医師が在籍する医療機関の割合 

17％(2019年)→10％(2023年) 

・地域医療確保暫定特例水準の指定に必要な、時短計画案の策定に着手又は検

討を開始した医療機関数 ６医療機関（2022年） 

事業の内容（当初

計画） 

地域医療に特別な役割があり、かつ勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資

する計画を定める医療機関に対し、労働時間短縮に向けた体制整備に要する費

用等を補助する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

労働時間短縮に向けた体制整備への支援数 ６医療機関 

アウトプット指標

（達成値） 

労働時間短縮に向けた体制整備への支援数 ６医療機関 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

・客観的な労働時間管理方法を導入している医療機関の割合 

51％(2019年)→ 58.3％(2023年) 

・時間外労働時間が年間960時間超の医師が在籍する医療機関の割合 

17％(2019年)→ 2.3％(2023年) 

・地域医療確保暫定特例水準の指定に必要な、時短計画案の策定に着手又は検

討を開始した医療機関数 １医療機関（2023年） 

（１）事業の有効性 

医師の労働時間削減計画を策定した１医療機関について、医師の時間外労働

削減に向けた取組を支援することができた。また、補助事業の周知をすること

によって、県内の医療機関に令和６年度から開始される医師の時間外労働上限

規制についての制度周知を併せて行うことができた。 

（２）事業の効率性 

月の時間外労働が80時間を超過している医師を雇用している医療機関の時間

外勤務削減への取組をピンポイントで支援することにより、効率的に事業を実

施することができた。 

その他 総事業費 

R05： 17,068千円(基金15,361千円、その他1,706千円) 

 


